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Ⅰ 計画の目的 

我が国では、戦後の復興期から高度成長期、さらには昭和６０年代のバブ

ル経済崩壊後の経済対策を通じて公共施設等の整備が集中的に行われました

が、今般の厳しい財政事情の中、これらの施設が大量に更新時期を迎えます。 

そのような中、人口減少・少子高齢化の進展等により今後の公共施設等の

利用需要が変化していくことが見込まれることから、地方公共団体にあって

は、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿

命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに

公共施設等の最適な配置を実現し、時代に即したまちづくりを行っていくこ

とが求められています。 

本市の公共施設等においては、人口の急増に合わせ、福祉施設や教育施設

などの建物や、道路・橋りょう・上下水道などのインフラ資産の整備を行っ

てきました。 

現在、これらの施設の多くが更新時期を迎えることから、今後は老朽化の

進行により、多額の改修費が見込まれています。 

また、少子高齢化の進行や生産年齢人口（１５歳～６４歳）の減少などに

より、大幅な経済成長が望めない中で、社会保障費の更なる増加も想定され、

今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれており、市民生活や市民へのサ

ービス提供に欠かせない公共施設等の老朽化による更新等や維持管理の継続

が喫緊の課題となっています。 

このような状況を踏まえ、公共施設等の将来を見据えた適正な施設の管理

運営を推進するため、公共施設等総合管理計画を策定し、将来世代に大きな

負担を強いることなく、持続可能な市民サービスの提供と安全安心なまちづ

くりを目指します。 
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Ⅱ 計画の位置づけ 

  本計画は、全庁横断的な公共施設等マネジメントに関する基本方針として

定めるものです。具体的な方針については、今後、施設ごとの個別計画（個

別施設整備計画）の中で検討していきます。 

【本計画の体系図】

Ⅲ 計画の期間 

公共施設等の最適化と長寿命化にあっては、時代の変化に対応して継続的

に見直しを行いながら、長期的な視点でかつ実行性のあるものでなければな

らないため、計画期間は、平成２９年度から平成３８年度までの１０年間と

します。 

Ⅳ 計画の対象施設 

本計画において対象とする公共施設等は、本市が所有する全ての公共施設

及びインフラ施設を対象とし、その分類は施設の用途で区分し以下のとおり

とします。 

なお、上水道事業における施設については、本計画に相当する「水道施設

整備計画（仮称）」を平成２９年度の策定を目標に進めているところである

ため、本計画の対象施設から除くこととします。 

また、下水道事業における施設にあっては、平成３２年度からの地方公営

企業法適用化に向けた固定資産台帳の整備の途中であるため、本計画への反

映は今回行わず、固定資産整備完了後において行われる公共施設等総合管理

計画の見直しに合わせて追加することとします。 

多賀城市公共施設等総合管理計画【本計画】

【国】 インフラ長寿命化基本計画（基本計画）

個別施設整備計画（施設を管理運営する課等が策定）

策定要請

文化セ
ンター

道路
橋りょう

その他
施設

行動計画

学校
保育所
児童館

体育
施設

図書館
各公民
館

-2-



１ 公共施設 

区分 主な施設 施設数 延床面積（㎡） 

市民文化系

施設 

集会施設 市民活動サポートセンター、高

橋地区生活センター、山王地区

公民館（本館）、大代地区公民

館など 

5 4,240.20

文化施設 文化センター、埋蔵文化財調査

センター体験館、郷土芸能道

場、多賀城跡管理事務所 

5 14,600.23

社会教育系

施設 

図書館 市立図書館 1 7,013.75

スポーツ・レ

クリエーシ

ョン施設 

スポーツ施

設 

多賀城公園野球場、総合体育

館、市民プール、総合体育館弓

道場、市民テニスコート、山王

地区公民館（体育館、テニスコ

ート） 

6 10,448.97

学校教育系

施設 

学校 小学校（多賀城、多賀城東、山

王、天真、城南、多賀城八幡）、

中学校（多賀城、第二、東豊、

高崎） 

10 73,158.39

その他教育

施設 

学校給食センター 1 2,453.39

子育て支援

施設 

保育所等 保育所（鶴ヶ谷、笠神、志引、

桜木、八幡）、子育てサポート

センター 

6 2,940.76

幼児・児童

施設 

鶴ヶ谷児童館、西部児童センタ

ー、各放課後児童クラブ 

6 1,735.74

保健・福祉施

設 

高齢福祉施

設 

シルバーヘルスプラザ、屋内ゲ

ートボール場、シルバーワーク

プラザ、高齢者生活相談所（桜

木住宅、新田住宅、鶴ケ谷住宅、

宮内住宅） 

7 2,058.88

障害福祉施

設 

太陽の家、のぞみ園、コスモス

ホール 

3 1,612.28

保健施設 母子健康センター 1 715.65

行政系施設 庁舎等 庁舎、資機材倉庫など 5 12,186.00

消防施設 消防団ポンプ小屋 9 724.98
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公営住宅 公営住宅 公営住宅（大代住宅、高崎住宅、

紅葉山住宅、浮島住宅、大松住

宅、留ケ谷住宅）、災害公営住

宅（桜木住宅、新田住宅、鶴ケ

谷住宅、宮内住宅） 

10 63,751.73

その他 その他 あやめ園管理棟、多賀城駅自転

車等駐車場、国府多賀城駅自由

通路、多賀城駅南立体駐車場、

旧警察官立寄所など 

13 12,324.20

総         計 88 209,965.15

２ インフラ施設 

区  分 保 有 量 

道 

路 

 路線数 面積（㎡） 延長（ｍ） 

市 

道 

１級市道 39 264,974.34 25,081.20

２級市道 27 132,934.58 11,185.80

その他 755 1,013,365.75 137,229.90

自転車歩行者道 29 20,369.60 3,670.60

合 計 850 1,431,644.27 177,167.50

橋 

り 

ょ 

う 

 数量（本数） 面積（㎡） 延長（ｍ） 

橋りょう 
51 13,987.00 1,159.00

合 計 51 13,987.00 1,159.00

公 

園 

 箇所数 面積（㎡）  

都 

市 

公 

園 

街区公園 158 113,298.82

近隣公園 0 0

総合公園 1 48,770.76

地区公園 1 45,119.51

特殊公園 0 0

都市緑地 4 8,068.33

緑道 1 24,847.74

合 計 165 240,105.16

屋 

外 

 箇所数 面積（㎡） 

多賀城公園野球場 1 429.26

合 計 1 429.26

イ ン フ ラ 施 設 の 総 延 長 及 び 総 面 積 1,686,165.69 178,326.50
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【参考】本市公営企業のインフラ施設 

※上水道、下水道ともに平成２７年度末現在の施設状況を記載しています。

区  分 箇所数 施設規模 

上水道 

管渠 

導水管 6,421.00ｍ

送水管 18,415.00ｍ

配水管 196,671.00ｍ

合  計 221,507.00ｍ

施設 

集水場 1 箇所 1,196.69 ㎡

浄水場 1 箇所 45.94 ㎡

配水池 5 箇所 22,300.00  

区  分 箇所数 施設規模 

下水道 

管渠等 

汚水管渠 226,438.10ｍ

雨水管渠、雨水函渠 66,509.57ｍ

合  計 292,947.67ｍ

施設 

汚水マンホール 8,983 箇所

雨水マンホール 557 箇所

公共汚水桝 15,395 箇所

公共雨水桝 200 箇所

雨水ポンプ場 5 箇所 29,205.00 ㎡
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Ⅴ 現状と課題 

１ 公共施設の現状 

（1）公共施設 

公共施設の整備状況を見ると、昭和４３年から昭和６０年度までの間に

は小中学校の整備が進み、昭和６１年度には文化センターが整備されまし

た。その後、特に大きな施設の整備はありませんでしたが、平成２７年度

には市立図書館を整備し、平成２６年度から平成２８年度までの間には災

害公営住宅を４施設整備し、現時点における本計画で対象とする施設数は

88 施設となり、延床面積にあっては合計で約 209,965.15 ㎡となっていま

す。 

本市が保有する施設の割合（延床面積ベース）を見ると、グラフ１のと

おり、学校の割合が最も大きく、次に公営住宅が大きな割合を占めていま

す。 

【グラフ１ 施設分類別保有割合（延床面積）（単位：％）】

集会施設, 2.1 
文化施設, 6.9 

図書館, 3.3 

スポーツ施設, 5.0 

学校, 34.8 

その他教育施設, 

1.2 保育所等 1.4 

幼児・児童施設, 

0.8 

高齢福祉施設, 1.0 

障害福祉施設, 0.8 

保健施設, 0.3 

庁舎等, 5.8 

消防施設, 0.3 

公営住宅, 30.3 

その他, 5.9 
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【グラフ２ 建物の建築年度別延床面積（単位：㎡）】 

※複合施設(例：文化センター内の市民会館、中央公民館、埋蔵文化財調査センター)は主要な施設の分類に 

まとめて区分しています。

（2）インフラ施設 

インフラ施設の中でも代表的な施設である道路については850路線、総

延長で約177,168ｍ、総面積で約143万㎡となっており、橋りょうについて

は51橋、総延長で約1,159ｍ、総面積は約13,987㎡となっています。 

また、本計画の対象とはなっていない上水道の管渠にあっては、総延長

は約221,507ｍ、固定資産整理後に本計画に追加する下水道の管渠等にあ

っては、総延長で約292,948ｍを保有しています。 
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【グラフ３ 道路の整備年度別面積（単位：㎡）】 

【グラフ４ 橋りょうの整備年度別面積（単位：㎡）】 

※１ ＰＣ橋 ＰＣ鋼材を使うことにより通常のコンクリートよりも強い荷重に耐えることが可能となる橋です

※２ 鋼橋 当該橋の主要部分に鋼を使うことで軽量化を図っていますが、腐食防止のための処置が必要となる橋です

※３ ＲＣ橋 当該橋を補強するため、鉄筋を使って建設された橋です
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【グラフ５ 参考；上水道管渠の整備年度別延長（単位：ｍ）】 

※公共施設等更新費用資産ソフトにより作成しています

【グラフ６ 参考；下水道管渠等の整備年度別延長（単位：ｍ）】 

※公共施設等更新費用資産ソフトにより作成しています

総延長 

 約 221,507.00ｍ 

総延長 

 約 291,979.00ｍ
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２ 人口の推移と今後の見通し 

本市の人口は昭和３０年代から増加傾向にありましたが、近年ではほぼ

横ばいの状態から減少に転じています。 

近年では、平成２２年（２０１０年）以降、東日本大震災の影響により

一時的に大きく減少したものの、現在は震災前の水準に戻りつつあります。 

また、年齢別割合を見ると、少子高齢化が進行しており、老年人口（65

歳以上）が年少人口（0～14歳）を上回っています。 

年少人口（0～14歳）は、昭和55年のピーク時と比較すると、平成22年に

は71.5％にまで減少しており、さらに平成47年には49.7％にまで減少する

見込みです。このことにより、小･中学校は対象となる児童及び生徒の減少

が見込まれるため、施設余剰となることが予想されます。 

生産年齢人口（15～64歳）は、平成7年のピーク時と比較すると、平成22

年には95.1％に減少し、平成47年には77.2％にまで減少する見込みです。

このため、税収の減少が予想され、公共施設等の更新等に要する財源の不

足が予想されます。 

老年人口（65歳以上）は今後も増加する見込みで、昭和55年と比較する

と、平成22年には378.9％に、平成47年には662％にまで増加する見込みで

す。このことにより、高齢者人口が利用する施設（老人福祉センター、体

育施設、各公民館）については、今後、新たなサービスの増加が予想され

ます。 

【グラフ７ 多賀城市の人口の現状と今後の見通し（単位：人）】 

１）昭和55年～平成22年の数値：国勢調査結果による人口の推移（総人口については年齢不詳者を含みます） 

２）平成 27年～平成 52年の数値：国立社会保障・人口問題研究所推計値
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３ 財政の見通し 

本市では、安定した財政経営を継続的に維持するための資料として「中

期財政見通し」を作成しています。 

この中期財政見通しでは、現在継続して実施している建設事業(※1)のみ

を踏まえた歳出の見込み額と当該建設事業に係る特定の財源（国庫支出金、

県支出金、地方債）を除いた歳入額との差額を試算しており、この差引額

が公共施設等に係る更新等に要する費用の上限となります。 

本市の平成２９年度から平成３８年度までの財政状況について、歳出に

おいては、少子・高齢化による人口構造の変化による扶助費や各種給付費

の増加が見込まれるほか、市立図書館整備をはじめとした多賀城駅前整備

に要した地方債の償還が開始されることによる公債費の増加、さらには、

復興交付金事業によって整備される雨水処理施設の維持管理費の増加など

により、著しく義務的経費が増加する状況になると見込んでいます。 

一方、歳入においては、平成３０年度に多賀城駅周辺土地区画整理事業

地内の市有地の売払収入により１３億円の収入が見込まれるものの、市税

にあっては、震災によって減収となっている現状を回復する水準までには

至らないと見込んでいます。 

各年度の歳入歳出の見通しから、その差引額の推移を見ると、平成３０

年度は多賀城駅周辺土地区画整理事業による土地売払い収入により、歳入

が歳出を上回り、約１２億円の黒字となりますが、平成３１年度以降は歳

出が歳入を上回るため赤字となり、各種基金を取崩して補填しなければな

らない状況になると見込んでいます。 

（※1）平成２９年度以前から継続的に実施している建設事業（※2）や平成２９年度の実施計画事業として位置づけした

建設事業の費用(※３)をいいます。 

（※2）庁舎照明器具省エネルギー化事業、地区集会所整備補助事業、特別養護老人ホーム建設負担金、農道整備事業、狭

あい道路拡幅整備事業、学校給食センター設備機器改修事業、多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事業を指します。 

（※3）平成２９年度実施計画事業（平成３１年度まで推計したもの）をいいます。具体には道路舗装補修事業、橋りょう

維持補修事業、歴史的風致維持向上計画推進事業、中央公園整備事業を指します。 

【グラフ８ 歳入歳出の今後の見通し（財政調整基金の繰入を除く）（単位：百万円）】 
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伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

20,913 0.1 21,794 4.2 20,760 △ 4.7 20,225 △ 2.6 20,152 △ 0.4

7,806 1.2 7,683 △ 1.6 7,721 0.5 7,722 0.0 7,622 △ 1.3

1,225 △ 10.0 1,225 0.0 1,225 0.0 1,225 0.0 1,225 0.0

42 7.7 42 0.0 42 0.0 42 0.0 42 0.0

3,252 △ 1.8 3,482 7.1 3,446 △ 1.0 3,405 △ 1.2 3,450 1.3

3,147 4.4 3,332 5.9 3,513 5.4 3,319 △ 5.5 3,319 0.0

1,447 39.7 1,449 0.1 1,500 3.5 1,456 △ 2.9 1,456 0.0

1,077 △ 33.5 1,049 △ 2.6 1,139 8.6 911 △ 20.0 911 0.0

2,917 4.5 3,532 21.1 2,174 △ 38.4 2,145 △ 1.3 2,127 △ 0.8

0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

934 245.9 613 △ 34.4 597 △ 2.6 582 △ 2.5 565 △ 2.9

20,913 △ 5.4 20,595 △ 1.5 21,136 2.6 20,464 △ 3.2 20,664 1.0

3,813 △ 3.3 3,712 △ 2.6 3,589 △ 3.3 3,429 △ 4.5 3,307 △ 3.6

4,731 △ 3.8 4,887 3.3 4,956 1.4 5,029 1.5 5,105 1.5

2,031 △ 5.2 2,025 △ 0.3 2,226 9.9 2,080 △ 6.6 2,145 3.1

2,998 △ 2.0 3,171 5.8 3,337 5.2 3,486 4.5 3,576 2.6

726 △ 44.2 614 △ 15.4 815 32.7 281 △ 65.5 283 0.7

6,614 △ 2.0 6,186 △ 6.5 6,213 0.4 6,159 △ 0.9 6,248 1.4

0 皆減 1,199 皆増 △ 376 △ 131.4 △ 239 △ 36.4 △ 512 114.2

【中期財政見通し（平成２９年度～平成３８年度）】

※新たな普通建設事業の計画を含めない場合

区　　　分
平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

歳入合計（Ａ）

市　　　　　　　　　　　税

地 方 譲 与 税 等

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

市 債

そ の 他 の 歳 入

う ち 財 政 調 整 基 金 繰 入 金

う ち そ の他 各種 基金 繰 入金

歳出合計（Ｂ）

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

繰 出 金

普 通 建 設 事 業 費

そ の 他 の 歳 出

財源不足（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

財政調整基金残高 1,464 1,219 2,118 1,692

財政調整基金取崩額　(Ｄ) 0 △ 1,199 376 239

財政調整基金取崩額(復旧復興事業分)　(Ｄ') 245 300 50 0 0

財政調整基金取崩後残高 1,219 1,692 1,453

その他各種基金今年度末残高

財源不足に対するその他各種基金取崩額　(Ｅ)

2,118

4,626 4,536 4,446 4,356

00 0 0 0

最終財源不足額
(Ｆ)＝(Ｃ)＋(Ｄ)＋(Ｅ)

その他各種基金取崩後残高

0 0 0 0

4,626 4,536 4,446 4,356

平成３３年度

1,453

512

941

4,268

4,268

0

※平成29年度の市税収入は、震災復興特別交付税による補填分を含む
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【中期財政見通し（平成２９年度～平成３８年度）】

※新たな普通建設事業の計画を含めない場合

区　　　分

歳入合計（Ａ）

市　　　　　　　　　　　税

地 方 譲 与 税 等

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

市 債

そ の 他 の 歳 入

う ち 財 政 調 整 基 金 繰 入 金

う ち そ の他 各種 基金 繰 入金

歳出合計（Ｂ）

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

繰 出 金

普 通 建 設 事 業 費

そ の 他 の 歳 出

財源不足（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

財政調整基金残高

財政調整基金取崩額　(Ｄ)

財政調整基金取崩額(復旧復興事業分)　(Ｄ')

財政調整基金取崩後残高

その他各種基金今年度末残高

財源不足に対するその他各種基金取崩額　(Ｅ)

最終財源不足額
(Ｆ)＝(Ｃ)＋(Ｄ)＋(Ｅ)

その他各種基金取崩後残高

伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

20,207 0.3 20,243 0.2 20,272 0.1 20,298 0.1 20,307 0.0

7,610 △ 0.2 7,597 △ 0.2 7,571 △ 0.3 7,558 △ 0.2 7,534 △ 0.3

1,225 0.0 1,225 0.0 1,225 0.0 1,225 0.0 1,225 0.0

42 0.0 42 0.0 42 0.0 42 0.0 42 0.0

3,556 3.1 3,563 0.2 3,570 0.2 3,560 △ 0.3 3,539 △ 0.6

3,409 2.7 3,470 1.8 3,533 1.8 3,601 1.9 3,671 1.9

1,472 1.1 1,474 0.1 1,477 0.2 1,480 0.2 1,483 0.2

911 0.0 911 0.0 911 0.0 911 0.0 911 0.0

1,982 △ 6.8 1,961 △ 1.1 1,943 △ 0.9 1,921 △ 1.1 1,902 △ 1.0

0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

490 △ 13.3 469 △ 4.3 451 △ 3.8 429 △ 4.9 410 △ 4.4

20,812 0.7 20,783 △ 0.1 20,824 0.2 20,981 0.8 21,144 0.8

3,203 △ 3.1 3,065 △ 4.3 2,993 △ 2.3 2,993 0.0 2,959 △ 1.1

5,184 1.5 5,268 1.6 5,355 1.7 5,448 1.7 5,545 1.8

2,193 2.2 2,157 △ 1.6 2,115 △ 1.9 2,056 △ 2.8 2,001 △ 2.7

3,690 3.2 3,774 2.3 3,866 2.4 3,966 2.6 4,076 2.8

271 △ 4.2 267 △ 1.5 270 1.1 270 0.0 292 8.1

6,271 0.4 6,252 △ 0.3 6,225 △ 0.4 6,248 0.4 6,271 0.4

△ 605 18.2 △ 540 △ 10.7 △ 552 2.2 △ 683 23.7 △ 837 22.5

（単位:百万円）

平成３８年度

0

0

00 0 0

0

0 837

3,8283,916

683

0

2,991

平成３７年度

0

0

0

0

3,233

0

平成３４年度

941

605

336

4,180

4,180

0

平成３５年度 平成３６年度

336 0

336 0

0 0

0 0

4,004

204 552

3,888 3,452

4,092

※平成29年度の市税収入は、震災復興特別交付税による補填分を含む
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Ⅵ　各施設の取組み
１　施設区分ごとの現状、取組の方向性

(1) 公共施設
施設数等 施設名 施設の現状・課題

1施設 市民活動サポートセンター

・平成26年に増改築を行いました。
・現時点で緊急を要する修繕はありません。

1施設 高橋地区生活センター

・平成26年にホール及び倉庫を増築しました。
・現時点で緊急を要する修繕はありません。
・高橋東一区、高橋東二区、高橋北区、高橋南区の4行政区で利用しているため、地区では将来的
に移転を希望されています。

1施設 山王地区公民館
・施設全般の老朽化が著しく改修が必要です。

1施設 大代地区公民館

・各室のサッシの劣化が進み雨水が浸透するため全面改修が必要です。
・体育室の外壁東側にコンクリート爆裂している部分があり改修が必要です。
・屋根に錆びが発生しているため改修が必要です。
・玄関ポーチ屋根、体育室倉庫屋根の防水改修が必要です。

1施設 大代老人憩いの家

・地区では将来的に屋根の塗装を希望されています。
・耐震工事が未済の状況です。

1施設 文化センター

・昭和63年に開館後、29年が経過しており、施設の老朽化が進むと共に設備全般も更新時期を迎
え、大規模な改修が必要です。

1施設 埋蔵文化調査センター体験館

・建物の老朽化が著しい状況です。
・経年劣化による不具合箇所が発生しており、トイレタイル剥離、外壁塗装剥離など早急に修繕が
必要な箇所があります。
・厳密な温湿度管理ができないため、出土遺物、文化財の保管に適切ではない保存環境が発生して
います。
・体験学習施設、文化財展示施設、文化財保管施設として機能を果たすためには、館全体の大規模
な改修が必要です。

1施設 郷土芸能道場

・施設の利用状況としては、本市の郷土芸能に関わる、「多賀城鹿踊保存会」・「多賀城太鼓保存
会」が開設当初から利用されています。平成２８年２月から「万葉まつり実行委員会」も一部使用
しています。
・管財課施設経営係の施設巡回指導において、電気設備の経年劣化が指摘されています。

1施設 多賀城跡管理事務所

・管財課施設経営係の施設巡回指導において、「市川地区集会所」の屋根の改修推奨及び、電気設
備の経年劣化が指摘されています。
・「市川地区集会所」については、地域住民のコミュニケーション等の場所として利用されている
ほか、特別史跡内の環境を常に良好な状態に保つため、本市非常勤職員（史跡管理人）の業務拠点
として使用しています。

1施設 多賀城廃寺跡収蔵庫

・外灯等の電気設備の経年劣化を確認しています。
・現在収蔵庫としての機能を必要としていないことから、特別史跡内の環境を常に良好な状態に保
つため、施設等の清掃業務受託者の業務拠点として使用しています。

区分

市
民
文
化
系
施
設

集
会
施
設

文
化
施
設

社
会
教
育
系
施
設

図
書
館

1施設 市立図書館

・平成28年3月21日開館（平成28年1月29日竣工）しました。

1施設 多賀城公園野球場
・現在は使用開放を行っていません。

1施設 総合体育館

・館内各種設備が老朽化しており、特に給排水設備、ステージ幕、駐車場フェンス、国旗等掲揚
ポールにおける老朽化が著しい状況となっています。

1施設 総合体育館弓道場
・老朽化が進んでおり、的場、射場ともに早期の改修が必要です。

1施設 市民テニスコート

・コート面の破損については、部分的な修繕で対応していますが、これによる陥没・隆起が生じて
いるため、全面的な改修が必要です。

1施設 市民プール

・館内設備及び建物に老朽化が生じています。
・設備においてはボイラー及び熱交換器の老朽化が著しく、いずれも使用不可となった場合には温
水プールとしての施設運営を維持できません。
・建物においては、屋上に亀裂等が生じたことによる雨漏れ、鉄骨がさびたことによる天井の爆裂
が生じています。
・昭和57年に濾過室増設工事を実施しました。
・平成25年に災害復旧工事を実施しました。

1施設 山王地区公民館テニスコート

・経年劣化に伴う地盤沈下によって、コート面に亀裂や凹凸が生じています。
・ネット支柱に負荷がかかることによって支柱の変形、コートの亀裂が発生しているため、地盤改
良も含めた修繕が必要です。
・コートには直射日光を遮るものがないため、夏場の熱中症対策として、日除けとなる設備が求め
られています。

ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
施
設

ス
ポ
ー

ツ
施
設
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各施設の取組 耐震化の実施について

・定期点検及び日常点検を実施しています。
・維持管理費については現在市が直接負担していますが、将来的には指定管理を検討中です。

・新耐震基準に対応しています。

・各地区においての日常点検、修繕等を実施しています。
・地区集会所の新築、増築、改築若しくは修繕（経費の額が10万円未満のものを除く。）又は排水
設備の水洗化工事については、多賀城市の地区集会所建設事業費補助（平成32年3月31日までの間
に交付する補助金については、負担割合三分の二で667万円を限度とする。）が利用されていま
す。

・新耐震基準に対応しています。

・定期点検及び日常点検による安全管理を徹底しています。
・予防保全型の維持管理を実施しています。
・利用しやすい環境づくりに努めています。

・平成20年度耐震補強工事実施しています。

・定期点検及び日常点検による安全管理を徹底しています。
・予防保全型の維持管理を実施しています。
・利用しやすい環境づくりに努めています。
・小破修理については基本的に職員で対応しています。

・平成20年度耐震補強工事実施しています。

・各地区においての日常点検、修繕等を実施しています。
・地区集会所の新築、増築、改築若しくは修繕（経費の額が10万円未満のものを除く。）又は排水
設備の水洗化工事については、多賀城市の地区集会所建設事業費補助（平成32年3月31日までの間
に交付する補助金については、負担割合三分の二で667万円を限度とする。）が利用されていま
す。

・未実施

・定期点検及び日常点検による安全管理を徹底しています。
・予防保全型の維持管理を実施しています。
・利用しやすい環境づくりに努めています。
・小破修理については基本的に職員で対応しています。

・新耐震基準に対応しています。

・日常点検等により早期発見努め状態が深刻にならないうちに小破修理等で対応しています。
・温湿度の管理については、個別の除湿機、加湿器等を使用して対応しています。

・耐震診断実施した結果、耐震性能を満たした建物
と判定されています。

・管財課施設経営係の施設巡回指導に基づき、管理者による日常点検を実施しています。 ・平成25年度耐震改修工事実施しました。

・管財課施設経営係の施設巡回指導に基づき、管理者による日常点検を実施しています。
・特別史跡多賀城跡附寺跡内にある公衆便所の浄化槽の維持管理のため、「浄化槽法」及び「浄化
槽法施行規則」の基準等に基づき、保守点検を業者に委託しています。

・平成22年度補強改修工事実施しました。

・管理者及び、施設等の清掃業務の受託者による日常点検を実施しています。
・外灯設備の経年劣化対策の一環として、水銀灯ランプからＬＥＤランプへの交換を進め、電気料
金の削減を図る予定です。
・「多賀城廃寺跡収蔵庫」・「多賀城廃寺跡公衆便所」については、将来的な施設の方向性を検討
しており、更新時には現状変更が伴うことから、一体的な更新が必要となります。

・現在、実施予定はありません。

しており、更新時には現状変更が伴うことから、一体的な更新が必要となります。

・定期点検及び日常点検による安全管理を徹底しています。
・予防保全型の維持管理を実施しています。
・利用しやすい環境づくりに努めています。

・新耐震基準に対応しています。

・現在は使用開放を行っていません。 ・実施不要。

・定期点検及び日常点検による安全管理を徹底しています。
・予防保全型の維持管理を実施しています。
・利用しやすい環境づくりに努めています。

・耐震診断実施した結果、耐震性能を満たした建物
と判定されています。

・指定管理者である特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブによる定期または随時の点検に
より、異常が発生した際は随時すみやかに報告されています。
・小破修繕が随時行われ、施設の維持管理に努めています。

・未実施

・コート面については、指定管理者である特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブにより随
時小破修繕を行っています。

・未実施

・指定管理者である特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブによる定期または随時の点検に
より、異常が発生した際は随時すみやかに報告されています。
・小破修繕が随時行われ、施設の維持管理に努めています。

・実施不要

・定期点検及び日常点検による安全管理を徹底しています。
・予防保全型の維持管理を実施しています。
・利用しやすい環境づくりに努めています。

・未実施
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施設数等 施設名 施設の現状・課題区分

多賀城小学校

・平成17～19年度にかけて全面改築を実施しています。
・建物面積10,953㎡(プール含まず)を有し、市内では比較的建築時期が新しく、教育環境が充実し
ています。
・小破修繕が年間数件程度発生しているほかは、学校運営に支障を来たすような、大規模な改修を
必要とする不具合は生じていません。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

多賀城東小学校

・平成20年度に耐震改修を実施しています。
・建物面積6,598㎡(プール含まず)を有し、建築から20年以上経過していますが、大規模改修を実
施していないことから、経年劣化による老朽化が見られる学校施設です。
・トイレの洋式化率が19％と著しく低く、保健室等にエアコンが設置されていない等、良好な教育
環境を整備していく必要があります。
・プールについては缶体シート及びろ過器の老朽化により使用に支障を来たす状態であるため、平
成29年度に改修を予定しています。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

山王小学校

・平成19～20年度にかけて耐震改修を実施しています。
・建物面積6,726㎡(プール含まず)を有し、建築から20年以上経過していますが、大規模改修を実
施していないことから、経年劣化による老朽化が見られる学校施設です。
・施設の状況は、トイレの洋式化率が46％と高くなく、配水管の老朽化による破損や、保健室等に
エアコンが設置されていない等、良好な教育環境を整備していく必要があります。
・児童数の増加により普通教室が不足する可能性があるため、平成29年度から検討を行う学区の見
直し状況を踏まえた整備を行う必要があります。
・給食運搬用エレベータの老朽化が著しいことから、平成29年度に改修を実施する予定です。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

天真小学校

・平成21～22年度にかけて大規模改修及び耐震改修を実施しています。
・建物面積6,868㎡(プール含まず)を有し、市内では比較的改修時期が新しく、教育環境が充実し
ている学校施設です。
・改修以降は、小破修繕が年間数件程度発生しているほかは、学校運営に支障を来たすような、大
規模な改修を必要とする不具合は生じていません。
・今後は、施設の予防的な保全を行いながら、下記取組に記載の大規模改修、長寿命化改良によ
り、さらなる施設の延命化を計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

城南小学校

・平成26～27年度にかけて校舎増築、平成27～28年度にかけて校舎長寿命化改良を実施していま
す。
・建物面積9,083㎡(プール含まず)を有し、改修から間もなく教育環境が充実している学校施設で
す。
・プールについては缶体シート及びろ過器の老朽化により使用に支障を来たす状態であることか
ら、平成29年度に改修を予定しています。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

多賀城八幡小学校

・建物面積6,002㎡(プール含まず)を有し、建築から20年以上経過していますが、大規模改修を実
施していないことから、経年劣化による老朽化が見られます。
・トイレの洋式化率が40％と高くなく、保健室等にエアコンが設置されていない等、良好な教育環
境を整備していく必要があります。
・屋内運動場については、老朽化のため平成29年度に大規模改修を実施する予定です。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

学
校
教
育
系
施
設

10施設
学
校

計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

多賀城中学校

・平成20年度に耐震改修を実施しています。
・面積11,004㎡(プール含まず)を有し、建築から20年以上経過していますが、大規模改修を実施し
ていないことから、経年劣化による老朽化が見られる学校施設です。
・トイレの洋式化率が10％と著しく低く、保健室等にエアコンが設置されていない等、良好な教育
環境を整備していく必要があります。
・生徒数の減少傾向により、適正な規模を超える建物を保有している状況となっているこから、大
規模改修の範囲等の検討が必要です。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

第二中学校

・平成21～22年度に大規模改修及び耐震改修を実施しています。
・建物面積8,371㎡(プール含まず)を有し、市内では比較的改修時期が新しく、教育環境が充実し
ている学校施設です。
・改修以降は、小破修繕が年間数件程度発生しているほかは、学校運営に支障を来たすような、大
規模な改修を必要とする不具合は生じてません。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

東豊中学校

・建物面積6,155㎡(プール含まず)を有し、建築から20年以上経過していますが、大規模改修を実
施していないことから、経年劣化による老朽化が見られる学校施設です。
・トイレの洋式化率が19％と著しく低く、保健室等にエアコンが設置されていない等、良好な教育
環境を整備していく必要です。
・柔剣道場の吊天井について、文部科学省の通知により落下防止対策(耐震化)が求められているこ
とから、平成29年度に対策工事を実施する予定です。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。

高崎中学校

・建物面積9,140㎡(プール含まず)を有し、建築から20年以上を経過した大規模改修を必要とする
学校施設です。
・トイレの洋式化率が29％と高くなく、良好な教育環境を整備していく必要があります。
・柔剣道場の吊天井について、文部科学省の通知により落下防止対策(耐震化)が求められているこ
とから、平成29年度に対策工事を実施する予定です。
・施設の予防的な保全を行いながら、大規模改修、長寿命化改良により、さらなる施設の延命化を
計画的に実施し、良好な教育環境を維持していく必要があります。
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各施設の取組 耐震化の実施について

・平成17～19年度に改築、増築のため不要です。

・平成20年度に耐震改修実施済みです。

・平成19～20年度に耐震改修実施済みです。

・平成21～22年度に耐震改修実施済みです。

・平成15・19年度に耐震改修実施済みです。

・新耐震基準に対応しています。

・管財課施設経営係により、概ね2年に1回の巡回点検を行っているほか、学校現場による日常的な
施設点検、光熱水費の点検を実施することで、「事後保全」ではなく「予防保全」の観点に立った
計画的な修繕を実施しています。
・大規模な施設改修は、これまでも文部科学省の交付金等を有効に活用して実施してきましたが、
今後は従来の「大規模改造」に加え、より財政上有利な補助メニューである「長寿命化改良」を積
極活用し、40年サイクルでの施設の長寿命化を図ることで、従来の60年程度での改築(建替え)と比
較して耐用年数の長寿命化と更新コストの抑制を図りながら、良好な教育環境を構築していきま
す。改修のサイクルについては概ね次のとおりです。
【建築】→【20年(大規模改造)】→【40年(長寿命化改良)】→【60年(大規模改造)】→【80年(改
築)】

・平成20年度に耐震改修実施済みです。

・平成21～22年度に耐震改修実施済みです。

・新耐震基準に対応しています。

・新耐震基準に対応しています。

・管財課施設経営係により、概ね2年に1回の巡回点検を行っているほか、学校現場による日常的な
施設点検、光熱水費の点検を実施することで、「事後保全」ではなく「予防保全」の観点に立った
計画的な修繕を実施していきます。
・大規模な施設改修は、これまでも文部科学省の交付金等を有効に活用して実施してきましたが、
今後は従来の「大規模改造」に加え、より財政上有利な補助メニューである「長寿命化改良」を積
極活用し、40年サイクルでの施設の長寿命化を図ることで、従来の60年程度での改築(建替え)と比
較して耐用年数の長寿命化と更新コストの抑制を図りながら、良好な教育環境を構築していきま
す。改修のサイクルについては概ね次のとおりです。
【建築】→【20年(大規模改造)】→【40年(長寿命化改良)】→【60年(大規模改造)】→【80年(改
築)】
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施設数等 施設名 施設の現状・課題区分

そ
の
他
教
育
施
設

1施設 学校給食センター

・平成15年に開設後、14年が経過しており、施設・設備の経年劣化が進行し、不良箇所の発生が見
られます。
・対応方針未策定で、施設面積及び厨房設備等の関係上、アレルギー対応食の提供ができない状況
です。

5施設 保育所

・現在、公立保育所は、鶴ケ谷保育所、笠神保育所、志引保育所、八幡保育所、桜木保育所の5か
所を設置しています。
・4か所の保育所は木造建築で、ほとんどが築40年を超える建物であり、老朽化が著しい状況で
す。
　昭和44年に鶴ケ谷保育所建築。
　昭和50年に笠神保育所建築。
　昭和52年に志引保育所建築。
　昭和54年に八幡保育所建築。
※桜木保育所は平成26年に建築されました。
・施設の修繕等は、予算の範囲内で優先順位を付けて実施しています。
・施設整備の際の国庫補助等は、公設の場合は対象外となります。

1施設 子育てサポートセンター
・平成28年4月1日移転開設しました。

1施設 鶴ヶ谷児童館

・木造モルタル平屋建構造です。
・昭和48年建築後、45年が経過し、老朽化が著しい状況ですが、建物や遊具の修理、植木の剪定等
については臨機に対応しています。
・施設巡回訪問点検（Ｈ29.2.27実施）では、雨樋が数か所破損しており、修繕が必要です。
・建築当時は、児童館機能、天真小放課後児童クラブ(つくし学級）機能のみでしたが、現在は、
地域子育て支援拠点施設(子育てひろば）や、市内東部地区放課後児童クラブの拠点施設としての
機能も担っています。
・子育て講話等子育てひろば事業を図書ロビーで開催していますが、午後は児童館及び児童クラブ
児童も利用するため乳幼児親子のための専用室が必要です。
・事務室は、各校に配置した学級リーダーの協議の場にもなっていることから、狭隘しています。

1施設 西部児童センター

・平成2年建築後、27年が経過し、建物や遊具の修理、植木の剪定等については臨機に対応してき
ましたが、遊戯室の屋根に数か所雨漏りが発生しています。
・建築当時は、児童館機能、山王小放課後児童クラブ(あざみ学級）機能のみでしたが、現在は、
地域子育て支援拠点施設(子育てひろば）や、市内西部地区放課後児童クラブの拠点施設としての
機能も担っています。
・子育て講話等子育てひろば事業を集会室で開催していますが、午後は児童クラブ児童も利用する
ため乳幼児親子のための専用室が必要です。
・事務室は、各校に配置した学級リーダーの協議の場にもなっていることから、狭隘しています。

6施設 放課後児童クラブ

・多賀城小学校（すぎのこ学級）
　　第一：施設全体の老朽化していますが、運営上支障はありません。
　　　　　男女共用のトイレのため、施設を利用する年齢に限りがあります。
　　第二：現時点で課題、緊急を要する修繕はありません。
　　第三：現時点で課題、緊急を要する修繕はありません。
・多賀城東小学校（うぐいす学級）
　　第一：平成29年3月増築完了予定です。増築後、定員約80名の施設となりますが、定員
　　　　　に対してトイレの数が比較的少ない状況です。
　　第二：ピロティ部分の照明が点かないため修繕が必要です。
・山王小学校（あざみ学級）：現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。
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・山王小学校（あざみ学級）：現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。
・天真小学校（つくし学級）：現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。
・城南小学校（もみじ学級）
　　第一：男女共用のトイレのため、施設を利用する年齢に限りがあります。
　　第二：現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。
・多賀城八幡小学校（すみれ学級）：現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。

1施設 多賀城市シルバーヘルスプラザ
・現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。

1施設 多賀城市屋内ゲートボール場
・現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。

1施設 多賀城市シルバーワークプラザ
・現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。

4施設 高齢者生活相談所
・各災害公営住宅の共同施設として設置されています。

1施設 児童発達支援センター太陽の家

・機械・電気設備関係について、すでに耐用年数が経過しているものが多く、サビも発生している
ことから、塗り替え時期の検討が必要となっています。

1施設 のぞみ園
・機械・電気設備関係について、すでに耐用年数が経過しているものが多くある状況です。

1施設 コスモスホール
・現時点で課題、緊急を要する修繕等はありません。

保
健
施
設

1施設 母子健康センター

・昭和51年度に建築してから約40年が経過しており、建物内部・外部及び設備などの老朽化に対応
して修理や改修工事を実施してきましたが、現状を維持し延命していくためには、適時必要な修理
と、計画的な改修工事等を継続実施していく必要があります。
・母子保健事業での使用頻度が非常に高く、また、利用する乳幼児の安全も確保することが求めら
れるため、最大限の延命化をはかりつつも施設の更新を視野に入れ、事業継続に支障を生じさせな
いよう、早期に施設の更新計画を検討していく必要があります。
・更新計画に当たっては、効率的・効果的な事業実施と乳幼児への必要な措置等が課題となってお
り、①エレベータの設置、②事業実施に要する部屋等と利用者数に対応した部屋面積の確保、③母
子保健事業実施上求められる安全管理及び衛生管理に対応した内装及び設備の確保等、課題解決の
ための対策を具体的に計画化していく必要があります。

保
健
・
健
康
施
設

高
齢
福
祉
施
設

障
害
福
祉
施
設
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各施設の取組 耐震化の実施について

・学校給食の安定的な提供に支障が出ないよう、管理者による施設設備等の日常点検を行っていま
す。
・厨房設備器具以外の機械設備等については保守点検業者による定期点検を行い、厨房設備器具に
ついては調理委託業者による始業前点検、保守点検業者による定期点検を行っています。
・建物躯体以外の機械設備、厨房設備等については、１０年を期間とする「設備等更新計画」を策
定し、３年ごとの見直しを行いながら、平成２６年度から設備等の更新を実施し、長寿命化を図っ
ています。
・設備等の不良箇所については、日常点検等により早期発見努め、小規模修繕により対応していま
す。

・新耐震基準に対応しています。

・平成２８年１０月に「多賀城市公立保育所再編計画」策定しました。
・計画上、最終的には２か所（志引保育所、桜木保育所）の保育所を公立保育所として残すことと
しております。桜木保育所は建築後間もなく、当面の整備は不要ですが、志引保育所は新たな施設
整備が必要となります。
・残り３か所は建物譲渡後、民間による建て替えを行う予定ですが、計画上、八幡保育所について
は、当面公立保育所として運営していく予定であるため、一定程度の修繕等が必要となります。

・建築時期の古い保育所についても、全ての施設で
耐震改修済みです。
　鶴ケ谷保育所：平成20年3月実施
　笠神保育所　：平成21年3月実施
　志引保育所　：平成19年3月実施
　八幡保育所　：平成19年3月実施
・桜木保育所：新耐震基準に対応しています。

・施設維持管理については、Ｂ棟管理組合が実施しています。
・長期修繕計画に基づく積立を実施しています。

・新耐震基準に対応しています。

・管財課により、概ね2年に1回の巡回点検を実施しています。
・現場による日常的な施設点検を実施しています。

・平成21年度耐震補強工事済みです。

・管財課により、概ね2年に1回の巡回点検を実施しています。
・現場による日常的な施設点検を実施しています。

・平成23年度大規模修繕済みです。

・管財課により、概ね2年に1回の巡回点検を実施しています。
・現場による日常的な施設点検を実施しています。

・新耐震基準建築物：多賀城小学校第一、多賀城東
小学校第一、城南小学校第一、多賀城八幡小学校第
一

・平成20・21年度耐震補強実施：天真小学校第一、
山王小学校、

・保全点検チェックシートに基づき毎月点検を実施しています。
・管財課により、概ね2年に1回の巡回点検を実施しています。

・新耐震基準に対応しています。

・保全点検チェックシートに基づき毎月点検を実施しています。
・管財課により、概ね2年に1回の巡回点検を実施しています。

・新耐震基準に対応しています。

・保全点検チェックシートに基づき毎月点検を実施しています。
・管財課により、概ね2年に1回の巡回点検を実施しています。

・新耐震基準に対応しています。

・現場による日常的な施設点検を実施しています。 ・新耐震基準に対応しています。

・点検については、建築基準法に基づいた3年に一度の特殊建築物調査や消防設備並びにその他の
機械、電気設備、遊具などは専門の業者による点検を実施しています。
・職員による日常点検により現状把握に努め、計画的に予防保全を行い、施設の長寿命化を図って
いきます。

・新耐震基準に対応しています。

・施設の維持管理については、定期的な点検等により現状把握に努め、計画的に予防保全を行い、
施設の長寿命化を図っていきます。

・新耐震基準に対応しています。

・施設の維持管理については、定期的な点検等により現状把握に努め、計画的に予防保全を行い、
施設の長寿命化を図っていきます。

・平成20年に大規模改修済みです。

・建物及び設備について、自主点検チェックシートに基づく職員の日常的点検、管財課による施設
巡回訪問点検、法令に基づく定期点検及び委託による設備等の保守点検を実施し、その結果に基づ
き、必要な対策を適切な時期に効率的・効果的に実施しています。今後は、これらの状況を記録
し、次の点検等に活用するというメンテナンスサイクルの構築に努めていきます。

・耐震診断実施した結果、耐震性能を満たした建物
であると判定されています。
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施設数等 施設名 施設の現状・課題区分

3施設 行政庁舎

・庁舎の耐震性能：東庁舎は、昭和56年以前の旧耐震基準の建物となっており、耐震性能を満たし
ていない状況です。
・庁舎の老朽化と設備機能の向上：東庁舎は、鉄筋コンクリート造の建物の法定耐用年数である50
年に対して、建設後46年経過した建物です。平成元年に大規模改修を実施していますが、その後、
25年以上を経過しているため、建物の定期改修及び西庁舎を含めた建築設備機器の全面更新が必要
な時期となっています。
・狭あいによる市民サービスの低下：会議室不足の解消と市民サービスの向上のため、ワンフロア
サービス機能の充実が求められます。
・防災機能の向上：東日本大震災を経験した結果、防災機能の強化が求めらています。

1施設 資機材倉庫

・平成22年3月に建築しました。耐用年数は24年です。
・東日本大震災を経験した結果、交通防災課、保健福祉部の使用部分については、非常食、災害時
に備えての物資類等が多く保管してあり手狭となっていますが八幡一本柳に整備する備蓄倉庫が完
成することにより緩和されると見込まれます。
・選挙管理委員会事務局の使用部分については、選挙時に使用する物品類で手狭ですが、不要物品
類の処分等により、ある程度、緩和されることと見込まれます。

消
防
施
設

9施設 消防団ポンプ小屋

・ポンプ置場９箇所中、耐用年数（２４年／国税庁）超過が３箇所となっています。
・ポンプ置場については消防団装備品の大型化及び近代化に伴い手狭となっています。

公
営
住
宅

公
営
住
宅

10施設 市営住宅・災害公営住宅

・住宅供給の安定と住環境の向上を図ることを目的として、災害公営住宅を含めて、市内11箇所
(うち1箇所は借上市営住宅)に849戸(うち、災害公営住宅532戸)を整備しています。また、市内に
は、県営住宅が400戸整備されており、これを合わせると、市内で合計1,249戸の公営住宅が整備さ
れています。
・東日本大震災前に策定した長寿命化計画の見直しの中では、本市内の住宅ストック数は、県営住
宅を含めた既存の市営住宅の整備戸数で充足すると判断してきましたが、震災の影響や少子高齢化
社会等に対応した住宅ストック数の見直しが急務となっています。
・既存の市営住宅は昭和53年度から平成22年度に建設されたものですが、近年のライフスタイルの
変化に伴い入居者のニーズも多様化しており、大代住宅など古い住宅においては、ユニットバス交
換や洗面流し台交換などを行って対応しています。
・平成5年以降に整備した大松住宅や留ヶ谷住宅についてはバリアフリー化の促進としてエレベー
ターを設置し、高齢者だけでなく全ての人が安心して快適に暮らせるよう整備を行っています。

1施設 あやめ園管理棟

・平成9年に建設され、建築面積及び延床面積は77.35㎡、木造平屋建（屋根：瓦葺）となっていま
す。
・年間委託業務として、あやめ園管理事務所（管理棟及び併設倉庫）の警備を民間警備会社と契約
しており、防犯対策を講じています。
・現在主に、あやめ管理棟の使用は、あやめ園管理業務として年間委託業務を受託している「みど
りのたがじょう事業協同組合」が常駐しており、定期的に巡視を行っています。

1施設
多賀城駅自転車等駐車場
（屋外）

・平成28年に建設され、自転車46台、バイク4台の駐車が可能です。
・施設設備として料金精算機１基、防犯カメラ2台が設置されています。
・現在、年間委託業務の多賀城駅自転車等等駐車場管理業務として、（公益社団法人）多賀城市シ
ルバー人材センターに駐輪管理業務及び施設運営管理業務を委託しています。

多賀城駅自転車等駐車場

・平成25年に建設され、自転車860台、バイク35台の駐車が可能です。
・年間委託業務の多賀城駅自転車等駐車場管理業務として、（公益社団法人）多賀城市シルバー人
材センターに駐輪管理業務及び施設運営管理業務を委託しています。

庁
舎
等

そ
の
他

行
政
系
施
設

そ
の
他

1施設
多賀城駅自転車等駐車場
（屋内）

材センターに駐輪管理業務及び施設運営管理業務を委託しています。

1施設 国府多賀城駅自由通路

・平成13年にＪＲ国府多賀城駅建設時、駅舎の連絡通路として建設されました。
・劣化損傷箇所は、その都度修繕を実施し、定期的にメンテナンスを行なっている為、現時点にお
いて課題はありません。

1施設 多賀城駅南立体駐車場
・平成28年3月14日利用開始しました。

1施設 旧警察官立寄所
・平成26年12月19日移転新築しました。
・平成28年10月1日より宮城県に貸付しました。

(2) インフラ施設

道
路

道
路

850路線
（市道）

道路

・震災後、工事車両等で大型車両の通行が増えてきているため、道路の損傷度合いが激しくなって
きています。

橋
り
ょ

う

橋
り
ょ

う

51橋 橋りょう

・平成25年12月に15ｍ以上の橋りょう12橋において、橋りょう長寿命化修繕計画を策定公表を実施
しました。
・12橋においては、道路橋定期点検要領（平成26年6月、国土交通省道路局）に基づいた点検・診
断を実施し、その橋りょうの健全度を４つの判定区分に診断して公表を行ないました。多賀城市の
12橋においては、判定区分Ⅰ（健全）が10橋、Ⅱ（予防保全段階）が2橋で、Ⅲ（早期措置段階）
とⅣ（緊急措置段階）の判定区分の橋りょうはありませんでした。

公
園

公
園

166箇所 公園

・定期的に公園巡視を行い、公園利用に不具合を生じないよう維持管理に努めていますが、近年財
政的に維持管理に厳しい状況が続いています。
・街区公園においては、地区と緊密な関係を保つため近隣地区の愛護団体に報奨金を提供し、清掃
活動や公園管理をお願いしています。
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各施設の取組 耐震化の実施について

・西庁舎については、築25年を経過したことにより庁舎設備の老朽化が進んでいます。平成28年12
月にはエレベーターの稼働停止が発生するなど、各種部品等の手配が困難な状況となっており、今
後、空調設備においても一時期稼働できない事態となる可能性が大きいことから、早期に東庁舎建
替え及び西庁舎の大規模改修について、計画作成と実施を進め、ガードマンボックスについても併
せて検討していきます。

・平成20年3月に実施した耐震結果は、次のとおり規
定の耐震性能を満たさない建物と判定されていま
す。

・現在、維持管理上問題となることはないものの、築10年から12年経過時に外壁の全面塗装及び破
損箇所補修等を定期的に実施し、建物を適正な状態で使用できるよう維持していきます。

・新耐震基準に対応しています。

・破損箇所修繕による事後対応を行っています。 ・新耐震基準に対応しています。

・最も古い住宅は、昭和５４年３月に建設した大代住宅ですが、本計画の期間においては、大規模
改修工事等の対象施設はありません。
・災害公営住宅に空き室が生じた場合は一般市営住宅として取り扱うこととなりますが、住宅ス
トック計画の見直しにより公営住宅の供給が需要を超える場合は、施設の統廃合を図る必要があ
り、全国的な課題である人口減少問題や社会環境の変化を考慮して取り組む必要があります。

・大代住宅については耐震診断実施した結果、耐震
性能を満たした建物と判定されています。
・その他の住宅は新耐震基準に対応しています。

・管財課による施設巡回点検を2年毎に実施しており、劣化損傷箇所や不具合箇所は、その都度適
時に修繕を行っています。
・職員及びあやめ園管理業務の受託業者にて、施設の定期的な巡視を行い予防保全型維持管理の考
え方を踏まえ、効率的に改修を行っています。
・予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画の策定を行うこととし、早期に計画が進
むよう努めていきます。

・新耐震基準に対応しています。

・管財課による施設巡回点検を2年毎に実施しており、劣化損傷箇所や不具合箇所は、その都度適
時に修繕を行っています。
・職員及び多賀城駅自転車等駐車場管理業務の受託業者にて、施設の定期的な巡視を行い、予防保
全型維持管理の考え方を踏まえ、効率的に保全・改修を実施しています。
・予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画の策定を行うこととし、早期に計画が進
むよう努めていきます。

・新耐震基準に対応しています。

・管財課による施設巡回点検を2年毎に実施しており、劣化損傷箇所や不具合箇所は、その都度適
時に修繕を行っています。
・職員及び多賀城駅自転車等駐車場管理業務の受託業者にて、施設の定期的な巡視を行い、予防保

・新耐震基準に対応しています。

各指標 基準値 備考

耐震構造指標（Ｉｓ値） 0.6 鉄筋コンクリート造部 0.358 下回ると危険

鉄骨造部 0.250 下回ると危険

コンクリートの圧縮強度 21.0Ｎ／ 以上 鉄筋コンクリート造部 17.1Ｎ／ 下回ると危険

コンクリートの中性化 22.6㎜未満 鉄筋コンクリート造部 92㎜ 上回ると危険

結果（最小値又は最大値）

・職員及び多賀城駅自転車等駐車場管理業務の受託業者にて、施設の定期的な巡視を行い、予防保
全型維持管理の考え方を踏まえ、効率的に保全・改修を実施しています。
・予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画の策定を行うこととし、早期に計画が進
むよう努めていきます。

・管財課による施設巡回点検を2年毎に実施しており、劣化損傷箇所や不具合箇所は、その都度適
時に修繕を行なっています。
・毎月、電気メーター検針と電話代回収を行なっており、その際施設の巡視も行なっています。

・新耐震基準に対応しています。

・定期点検及び日常の保守点検により、施設の予防保全対策に努めています。 ・新耐震基準に対応しています。

・定期点検及び日常の保守点検により、施設の予防保全対策に努めています。 ・新耐震基準に対応しています。

・毎週定期的に道路パトロールを行い、路面や道路付属構造物に異常がないか巡視し、道路利用者
及び第三者被害が無いよう早急な対応を心掛けています。
・社会資本整備総合交付金を活用し、平成26年度に道路ストック総点検（橋梁11橋、歩道橋1橋、
案内標識67基、照明灯766基、路面性状調査4.2km）を行い、その点検・診断を基に平成25年度から
年次計画にて毎年舗装補修工事を実施しています（累計：25路線、L=7.4km）。
・舗装及び小規模付属物については、予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画の策
定を行なうこととし、早期に計画の策定が進むよう努めます。

・平成25年度の道路ストック総点検にて、小規模付
属構造物においては危険度を調査し対応済みです。

・平成25年の道路改正により点検基準の法定化が行われ、橋りょう点検については、5年に1回、近
接目視により全数監視を実施するよう、具体的な点検方法等を法令に定められると共に、点検要領
等の基準類が国土交通省から示されました。
当市においても、その基準に則り平成29年度に15ｍ未満橋りょう39橋、平成30年度に15ｍ以上橋
りょう12橋の道路定期点検を計画しており、その点検･診断や路線重要度、橋りょう健全度等を勘
案して、メンテナンスサイクルを構築し、予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画
を早期に策定出来るよう努めています。
・橋りょうにおいては概ね５年ごとに計画の見直しを図っていきます。

・橋りょう長寿命化修繕計画に基づき年次計画を立
案し、平成26年度より社会資本整備総合交付金を活
用し、橋りょう補修補強事業の設計業務及び工事を
毎年実施しています。その補修補強工事の設計業務
の段階において、橋りょう耐震化も併せて検討し、
現基準に適応するよう耐震化補強工事も実施してい
ます。

・多賀城公園（地区公園）は仮設住宅撤去が完了し、平成29年度に現況復旧工事（県施工）を行
い、平成30年度からの野球場使用を予定しています。
・中央公園整備事業においては、年次計画に基づき社会資本整備総合交付金を活用し、用地買収と
公園整備工事を実施しています。
・年1回公園遊具点検業務を行ない、安全指針や安全規準を遵守した有資格者による適切な点検・
診断を実施し、その結果に基づき遊具整備計画をたて、効率的な遊具の維持管理に努めています。
・個別施設計画の策定も視野に、予防保全型維持管理に努めています。

・現基準に適応するよう点検・診断を行い、計画的
に改修しています。
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Ⅶ 公共施設等の更新計画 

１ 公共施設等の更新等費用の限度額

前述した財政見通しに基づくと、現状では公共施設等の更新等を賄う

めの一般財源(※4)を確保

しかしながら、財源不足を理由に公共施設等の更新等を先送り

になれば、甚大な事故が発生するだけでなく、当該施設について管理瑕疵

責任を負うことになります

そのためには、公共施設等を安心して利用するための維持管理を最優先

に取り組む必要があります。

したがって、現在実施している各種施策

一定程度の費用を捻出する必要があります。

グラフ９は、本市の建設事業

表したものですが、東日本大震災発災の平成２２年度以前の

なくとも３億円程度の一般財源が投入されて

業に対する一般財源の投入限度額にあっては、概ね３億円

て進めることが、本市財政に大きな負担を及ぼすことなく持続的に経営で

きると整理しました。 

したがって、今後の公共施設等の更新等に対する一般財源投入額にあっ

ては、平成２９年度以降の見通し

業に対して概ね１億円程度の一般財源の投入が見込まれていることから、

基本となる３億円からその分を控除すると、概ね２億円

ら進めていくことが望ましいと整理しました。

（※4）本市に歳入される収入のうち、市税をはじめとした、特定の目的の歳出のために収入される歳入以外のものをいい

ます。 

【グラフ９ 建設事業に対する一般財源
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前述した財政見通しに基づくと、現状では公共施設等の更新等を賄う

確保することは困難な状況になると見込んでいます。

財源不足を理由に公共施設等の更新等を先送り

になれば、甚大な事故が発生するだけでなく、当該施設について管理瑕疵

責任を負うことになります。 

、公共施設等を安心して利用するための維持管理を最優先

に取り組む必要があります。

したがって、現在実施している各種施策事業の取捨選択を行いながら、

一定程度の費用を捻出する必要があります。

本市の建設事業に対する一般財源の推移と今後の見通しを

東日本大震災発災の平成２２年度以前の５年間で、

一般財源が投入されていることから、今後の建設事

業に対する一般財源の投入限度額にあっては、概ね３億円程度を上限とし

進めることが、本市財政に大きな負担を及ぼすことなく持続的に経営で

したがって、今後の公共施設等の更新等に対する一般財源投入額にあっ

平成２９年度以降の見通しを見ると、継続して実施している建設事

業に対して概ね１億円程度の一般財源の投入が見込まれていることから、

基本となる３億円からその分を控除すると、概ね２億円程度を確保しなが

ら進めていくことが望ましいと整理しました。

）本市に歳入される収入のうち、市税をはじめとした、特定の目的の歳出のために収入される歳入以外のものをいい

に対する一般財源の推移と今後の見通し（単位：百万円）】
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前述した財政見通しに基づくと、現状では公共施設等の更新等を賄うた

状況になると見込んでいます。

財源不足を理由に公共施設等の更新等を先送りすること

になれば、甚大な事故が発生するだけでなく、当該施設について管理瑕疵

、公共施設等を安心して利用するための維持管理を最優先

の取捨選択を行いながら、

に対する一般財源の推移と今後の見通しを

年間で、少

今後の建設事

を上限とし

進めることが、本市財政に大きな負担を及ぼすことなく持続的に経営で

したがって、今後の公共施設等の更新等に対する一般財源投入額にあっ

、継続して実施している建設事

業に対して概ね１億円程度の一般財源の投入が見込まれていることから、

程度を確保しなが

）本市に歳入される収入のうち、市税をはじめとした、特定の目的の歳出のために収入される歳入以外のものをいい

の推移と今後の見通し（単位：百万円）】
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２ 公共施設等の整理前の更新等費用 

公共施設等の更新等費用の精査にあたっては、計画期間中に法定耐用年

数が満了を迎える施設を対象に、現状や更新等を行う時期、施工に必要な

費用を試算しました。 

各施設の更新等の時期及び費用を合計すると、グラフ１０のとおり、設

定した限度額を大きく上回る状況となっており、現状では到底対応しきれ

ないものとなっています。 

【グラフ１０ 整理前の更新等費用に対する一般財源の見通し（単位：百万円）】 

３ 整理した公共施設等の更新等費用 

安定した財政経営を維持した中での公共施設等の更新等を行うため、建

築担当部署と財政担当部署を中心に、各施設担当と協議し、設定した更新

等費用に対する一般財源の範囲の中で、円滑に公共施設等の更新等が進め

られるように調整した結果、グラフ１１のとおり、概ね設定した一般財源

の範囲に整理されています。なお、整理後の各年度更新費用内訳について

は記載のとおりです。 

【グラフ１１更新等費用に対する一般財源の整理前と整理後の比較（単位：百万円）】
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公共施設毎の施行スケジュール一覧

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度

平成
32
年度

平成
33
年度

平成
34
年度

平成
35
年度

平成
36
年度

平成
37
年度

平成
38
年度

市民活動サポートセンター 本館 H62

高橋地区生活センター 本館 ○ H17 先送り
建物の維持管理は地区で行っているが、現
時点で具体的な修繕、建替えの予定がない
ため

山王地区公民館 本館 H41 前倒し ▲ ● 老朽化が著しいため、前倒しして大規模修
繕工事を行う。

大代地区公民館 本館・体育館 H41 前倒し ▲ ● 老朽化が著しいため、前倒しして大規模修
繕工事を行う。

大代老人憩の家 本館 ○ H10 先送り
建物の維持管理は地区で行っているが、現
時点で具体的な修繕、建替えの予定がない
ため

本館 H48 前倒し ● ● ●

建築基準法の改定による検査により、外部
及び内部からの修繕が必要となったことに
加え、舞台設備の老朽化や、照明関係につ
いて水銀灯からLEDに交換しなければなら
なくなったため。

エレベータ ○ H15 ●

埋蔵文化財調
査センター

H48 前倒し ●
建築基準法の改定による検査により、前倒
しして外部及び内部からの修繕が必要と
なったため

本館 H68

エレベータ ○ H36 ▲ ●

郷土芸能道場 本体 ○ H7 先送り
平成２５年度に耐震改修工事を実施してい
ることから、耐用年数経過による更新等が
不要となった。

多賀城跡管理事務所 屋根部分 ○ H13 先送り 屋根の老朽化が見られるが、現状、雨漏り
などの被害がないため。

社会教育系
施設

図書館 市立図書館 本館 H57

多賀城公園 野球場 ○ H36 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がないため、先送
りとした。

本館 H41 前倒し ▲ ● 主に給排水設備の老朽化が著しく、前倒しし
て実施する必要があるため。

弓道場 H41 前倒し ▲ ● 弓道場の施設自体の老朽化が著しく、前倒
しして実施する必要があるため。

市民プール 本館 H44

市民テニスコート 設備 ○ H9 先送り
６面コートであることから、更新計画を策定
する必要があるため、当該策定後に本計画
に反映させる。

体育館 H71

テニスコート ○ H1 先送り 修繕による対応をしており、更新までの工事
を要しないため、先送りとする。

第１期校舎 H65

第２期校舎 H66

エレベータ ○ H35 ▲ ●

屋内運動場 H47 前倒し ▲ ● アリーナ、屋根部分の劣化が著しいことか
ら、大規模改修を行うため前倒ししている。

プール ○ H12 先送り 平成２５年度に延命工事を行ったため、先送
りしている。

第１期校舎 ○ H31 ▲ ● ●

第２期校舎 ○ H38 ▲ ● ●

第３期校舎 H43 前倒し ▲ ● ●
外壁程度の大規模改修工事を第１期・第２
期の更新と合わせて行うため前倒しとなっ
た。

エレベータ ○ H25 ▲ ●

屋内運動場 H41 前倒し ▲ ● 屋内運動場の全体において大規模改修が
必要であるため、前倒ししている。

プール ○ H20 ● ▲ ● 平成２９年度はシート及びろ過器の改修を
予定している。

第１期校舎 ○ H36 ▲ ● ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するもの。

第２期校舎 H39 前倒し ▲ ● ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

エレベータ H45

屋内運動場 ○ H24 先送り
平成２１年度・平成２２年度に大規模改造工
事を実施しているため、現状などを勘案し、
先送りとした。

プール ○ H21 ●

市民文化系
施設

集会施設

文化施設

スポーツ・
レクリエー
ション施設

スポーツ施設

▲：更新等に係る設計　●：更新等に係る工事　

区 分 施 設 名

平成38年度
ま で に
耐用年数が
満了となる
施 設

更 新 等 年 度

先 送 り 又 は 前 倒 し 理 由 等施 設 概 要

耐用
年数
満了
年度

先送り
又は
前倒し

学校教育系
施設

学校

総合体育館

山王地区公民館

文化センター

埋蔵文化財調査センター体験館

多賀城小学校

多賀城東小学校

山王小学校
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公共施設毎の施行スケジュール一覧

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度
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年度

平成
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年度
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年度

平成
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年度
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年度

▲：更新等に係る設計　●：更新等に係る工事　

区 分 施 設 名

平成38年度
ま で に
耐用年数が
満了となる
施 設

更 新 等 年 度

先 送 り 又 は 前 倒 し 理 由 等施 設 概 要

耐用
年数
満了
年度

先送り
又は
前倒し

第１期校舎 ○ H28 先送り 耐震補強及び大規模改造工事を実施してい
るため、現状などを勘案し、先送りとした。

第２期校舎 ○ H29 先送り 耐震補強及び大規模改造工事を実施してい
るため、現状などを勘案し、先送りとした。

第３期校舎 ○ H30 先送り 耐震補強及び大規模改造工事を実施してい
るため、現状などを勘案し、先送りとした。

第４期校舎 ○ H33 先送り 耐震補強及び大規模改造工事を実施してい
るため、現状などを勘案し、先送りとした。

エレベータ H39

屋内運動場 ○ H19 先送り 大規模改造工事を実施しているため、現状
などを勘案し、先送りとした。

プール ○ H14 ▲ ●

第１期校舎 ○ H34 先送り 第1期校舎及び第2期校舎の長寿命化工事
を実施したため。先送りとした。

第２期校舎 ○ H37 先送り 第1期校舎及び第2期校舎の長寿命化工事
を実施したため。先送りとした。

第３期校舎 H42

エレベータ H44

屋内運動場 ○ H31 先送り

プール ○ H19 ● ●

外構等 ○ H31 ●

第１期校舎 H41 前倒し ▲ ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

第２期校舎 H50 前倒し ▲ ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

エレベータ ○ H11 ●

屋内運動場 ○ H29
平成２８年度予算において当該更新工事を
実施しているところである（H29年度に繰越
予定）

プール ○ H25 ▲ ●

第１期校舎 H39 前倒し ▲ ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

第２期校舎 H39 前倒し ▲ ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

第３期校舎 H39 前倒し ▲ ● 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

エレベータ H44

屋内運動場 H43 前倒し ▲ ● 屋内運動場の全体において大規模改修が
必要であるため、前倒ししている。

柔剣道場 ○ H36 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がなく、先送り可能
と判断したため。

プール ○ H16 ▲ ●

第１期校舎 ○ H34 先送り 大規模改造工事を実施しているため、現状
などを勘案し、先送りとした。

第２期校舎 ○ H36 先送り 大規模改造工事を実施しているため、現状
などを勘案し、先送りとした。

第３期校舎 H40

第４期校舎 H44

技術家庭棟 ○ H36 ▲ ●

エレベータ H39

屋内運動場 H39

柔剣道場 ○ H37 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がなく、先送り可能
と判断したため。

プール ○ H18 ●

第１期校舎 H45 前倒し ▲ 建設から４０年を経過することから長寿命化
工事を実施するため、前倒ししている。

第２期校舎 H50

エレベータ ○ H15 ▲ ●

屋内運動場 ○ H32 ●

学校教育系
施設

学校

第二中学校

東豊中学校

天真小学校

城南小学校

多賀城八幡小学校

多賀城中学校
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公共施設毎の施行スケジュール一覧
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▲：更新等に係る設計　●：更新等に係る工事　

区 分 施 設 名

平成38年度
ま で に
耐用年数が
満了となる
施 設

更 新 等 年 度

先 送 り 又 は 前 倒 し 理 由 等施 設 概 要
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年数
満了
年度

先送り
又は
前倒し

柔剣道場 ○ H38 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がなく、先送り可能
と判断したため。

プール ○ H29 ▲ ●

校舎 H53

エレベータ ○ H24 先送り
平成４０年度以降に行う予定となっている大
規模改修を行う際に本工事を一緒に含めて
施行する予定のため、先送りしている。

屋内運動場 H53 前倒し ▲ ●
建設後20年以上を経過したため、劣化して
いる部分を中心に大規模改修工事を行うた
め前倒しする。

プール H53 前倒し ● ▲ ●
建設後20年以上を経過したため、劣化して
いる部分を中心に大規模改修工事を行うた
め前倒しする。

学校給食センター 建物 H51 前倒し ▲ ●
建設後20年以上を経過したため、劣化して
いる部分を中心に大規模改修工事を行うた
め前倒しする。

鶴ヶ谷保育所 建物 ○ H4 先送り
多賀城市公立保育所再編計画により、今後
５年の間に民営化する予定のため、先送り
している。

笠神保育所 建物 ○ H10 先送り
多賀城市公立保育所再編計画により、今後
５年の間に民営化する予定のため、先送り
している。

志引保育所 建物 ○ H12 先送り
多賀城市公立保育所再編計画により、基幹
保育所として、更新又は延命か、増築すべ
きか検討中である。

桜木保育所 建物 H73

八幡保育所 建物 ○ H14 先送り
多賀城市公立保育所再編計画により、民営
化を目標としているため、更新については先
送りしている。

子育てサポートセンター 建物 H57

鶴ヶ谷児童館 建物 ○ H14 ▲ ●

西部児童センター 建物 ○ H25 先送り
平成２３年度に大規模改修を行っており、現
状では更新不要と判断したため、先送りして
いる。

放課後児童クラブ（多賀城小学
校）

建物 ○ H36 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がなく、先送り可能
と判断したため。

放課後児童クラブ（多賀城東小学
校）

建物 ○ H36 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がなく、先送り可能
と判断したため。

放課後児童クラブ（山王小学校） 建物

放課後児童クラブ（天真小学校） 建物

放課後児童クラブ（城南小学校） 建物 ○ H31 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がなく、先送り可能
と判断したため。

放課後児童クラブ（八幡小学校） H48

シルバーヘルスプラザ 建物 ○ H36 ▲ ●

屋内ゲートボール場 建物 ○ H37 ▲ ● ●

シルバーワークプラザ 建物 H45

高齢者生活相談所（桜木住宅） 建物 H73

高齢者生活相談所（新田住宅） 建物 H74

高齢者生活相談所（鶴ケ谷住宅） 建物 H74

高齢者生活相談所（宮内住宅） 建物 H75

太陽の家 建物 ○ H33 ● ●

のぞみ園 建物 H52

コスモスホール 作業所 H45

保健施設 母子健康センター 建物 H48 前倒し ● 内部（調理室）の老朽化が進行しており、早
急に行わなければならないため。

東庁舎 ○ H32 ▲ ▲ ● ▲ ● ●

資機材倉庫 建物 H45

消防施設 消防団ポンプ小屋 建物 ○ H17 先送り

一部のポンプ小屋は、借りている土地の上
に建設しているものがあるため、全体として
の更新時期をどうしていくのか検討するた
め。

行政系施設

庁舎等

保健・福祉
施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

保育所等

その他教育施
設

幼児・児童施
設

子育て支援
施設

学校教育系
施設

学校

庁舎

東豊中学校

高崎中学校
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公共施設毎の施行スケジュール一覧

平成
29
年度

平成
30
年度

平成
31
年度

平成
32
年度

平成
33
年度

平成
34
年度

平成
35
年度

平成
36
年度

平成
37
年度

平成
38
年度

▲：更新等に係る設計　●：更新等に係る工事　

区 分 施 設 名

平成38年度
ま で に
耐用年数が
満了となる
施 設

更 新 等 年 度

先 送 り 又 は 前 倒 し 理 由 等施 設 概 要

耐用
年数
満了
年度

先送り
又は
前倒し

公営住宅（大代住宅） 建物 H41

公営住宅（高崎住宅） 建物 ○ H36 先送り
災害公営住宅の整備に伴って、再度、公営
住宅長寿命化計画を検討し、見直しするた
め。

公営住宅（紅葉山住宅） 建物 H47

公営住宅（浮島住宅） 建物 H49

公営住宅（大松住宅） 建物 ○ H37 先送り
災害公営住宅の整備に伴って、再度、公営
住宅長寿命化計画を検討し、見直しするた
め。

公営住宅（留ケ谷住宅） 建物 H57

災害公営住宅（桜木住宅） 建物 H73

災害公営住宅（新田住宅） 建物 H74

災害公営住宅（鶴ケ谷住宅） 建物 H74

災害公営住宅（宮内住宅） 建物 H75

庁舎自転車置場 本体 ○ H18 先送り 現状のまま使用可能であるため。

あやめ園管理棟 建物 ○ H32 先送り
当該施設について調査した結果、早急に更
新または延命をする必要がないため、先送
りとした。

多賀城駅自転車等駐車場 建物 H56

駅南立体駐車場 建物 H77

国府多賀城駅自由通路 本体 H44

国府多賀城駅自由通路 エレベータ ○ H30 ● 国内のエレベータ事故発生に伴い、修理す
る必要が生じたため

高崎三丁目倉庫 建物 ○ H14 先送り
高崎三丁目倉庫は、当該更新等をしなくとも
倉庫として維持していくことが可能であるた
め。

旧警察官立寄所 建物 H51

道路 ● ● ● ● ● ●
現状、道路の劣化度を基にしているため、予
防保全と事後保全による管理を構築した後
に再度、各道路の更新年度を見直す。

橋りょう ● ● ● ● ● ● ●
現状、橋りょうの劣化度を基にしているた
め、予防保全と事後保全による管理を構築
した後に再度、各橋りょうの更新年度を見直
す。

道路

橋りょう

公営住宅 公営住宅

その他 その他
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【平成２９年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３０年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３１年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

教育総務課 城南小学校 プール改修（シート、ろ過器) 20 20

教育総務課 多賀城東小学校 プール改修（シート、ろ過器) 20 20

道路公園課 道路舗装補修事業 道路舗装補修 136 75 54 7

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 90 49 36 5

266 124 0 90 0 52

管理課 対象施設 事業費

平成２９年度分　更新費用及び財源内訳

更新内容

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

教育総務課 城南小学校 プール改修（シート、ろ過器) 35 26 9

教育総務課 多賀城東小学校 屋内運動場改修 1 1

教育総務課 多賀城八幡小学校 1期校舎・2期校舎、EV等改修 31 8 16 7

教育総務課 天真小学校 プール改修 4 4

教育総務課 多賀城中学校 プール改修 13 13

教育総務課 東豊中学校 校舎・EV等改修 5 5

教育総務課 東豊中学校 屋内運動場改修 211 66 108 37

教育総務課 高崎中学校 プール改修 56 41 15

管財課 庁舎 東庁舎更新 38 38 0
埋蔵文化財調査センター 埋蔵文化財調査センター体験館 建物・EV改修 8 8

道路公園課 道路舗装補修事業 道路舗装補修 96 53 38 5

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 110 60 45 5

608 187 0 274 38 109平成３０年度分　更新費用及び財源内訳

管理課 対象施設 事業費更新内容

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

生涯学習課 文化センター
本館（埋蔵文化財調査センターを除
く）改修

774 581 193

文化財課 文化センター 埋蔵文化財調査センター改修 216 108 81 27

文化財課 埋蔵文化財調査センター体験館 建物・EV改修 102 76 26

教育総務課 多賀城小学校 校舎・EV等改修工事（実施設計） 1 1

教育総務課 城南小学校 外構等改修 20 20

教育総務課 多賀城東小学校 校舎、EV等改修 40 40

教育総務課 多賀城東小学校 屋内運動場改修 2 2

教育総務課 多賀城八幡小学校 プール改修 3 3

教育総務課 天真小学校 プール改修 52 39 13

教育総務課 多賀城中学校 プール改修 42 31 11

教育総務課 東豊中学校 校舎・EV等改修 24 8 12 4

教育総務課 高崎中学校 プール改修 6 6

生涯学習課 総合体育館 小規模改修(弓道場を含む） 10 10

管財課 庁舎 東庁舎更新 82 82 0

介護福祉課 シルバーヘルスプラザ 本体建物改修 10 10

子育て支援課 鶴ヶ谷児童館 本体建物更新 19 19

健康課 母子健康センター 本体建物改修 74 55 19

道路公園課 道路舗装補修事業 道路舗装補修 97 53 39 5

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 120 66 48 6

1,694 311 0 886 82 415

管理課 対象施設 事業費

平成３１年度分　更新費用及び財源内訳

更新内容
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【平成３２年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３３年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３４年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

生涯学習課 文化センター
本館（埋蔵文化財調査センターを除
く）改修

600 450 150

教育総務課 多賀城小学校 校舎・EV等改修工事（実施設計） 2 2

教育総務課 多賀城東小学校 校舎、EV等改修 528 176 264 88

教育総務課 多賀城八幡小学校 プール改修 41 30 11

教育総務課 高崎中学校 屋内運動場改修 13 13

教育総務課 高崎中学校 プール改修 110 36 55 19

生涯学習課 総合体育館 小規模改修(弓道場を含む） 200 150 50

管財課 庁舎 東庁舎更新 1,783 1,434 349 0

介護福祉課 シルバーヘルスプラザ 本体建物改修 195 146 49

子育て支援課 鶴ヶ谷児童館 本体建物更新 357 285 72

道路公園課 道路舗装補修事業 道路舗装補修 92 51 36 5

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 70 38 28 4

3,991 301 0 2,878 349 463平成３２年度分　更新費用及び財源内訳

管理課 対象施設 事業費更新内容

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

生涯学習課 文化センター
本館（埋蔵文化財調査センターを除
く）改修

501 375 126

教育総務課 山王小学校 1期校舎・2期校舎改修 42 42

教育総務課 多賀城東小学校 校舎、EV等改修 393 131 196 66

教育総務課 多賀城東小学校 プール改修（シート、ろ過器) 3 3

教育総務課 第二中学校 技術家庭棟改修 3 3

教育総務課 東豊中学校 プール改修 3 3

教育総務課 高崎中学校 屋内運動場改修 250 83 125 42

学校給食センター 学校給食センター 建物改修 10 10

管財課 庁舎 東庁舎更新 44 44 0

社会福祉課 太陽の家 本体建物改修 5 5

道路公園課 道路舗装補修事業 道路舗装補修 110 61 44 5

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 60 33 24 3

1,424 308 0 764 44 308平成３３年度分　更新費用及び財源内訳

管理課 対象施設 事業費更新内容

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

教育総務課 山王小学校 1期校舎・2期校舎改修 660 220 330 110

教育総務課 多賀城東小学校 屋内運動場改修 11 11

教育総務課 多賀城東小学校 プール改修（シート、ろ過器) 33 24 9

教育総務課 第二中学校 技術家庭棟改修 51 38 13

教育総務課 東豊中学校 プール改修 42 31 11

生涯学習課 山王地区公民館本館 本館改修 22 22

学校給食センター 学校給食センター 建物改修 187 140 47

管財課 庁舎 東庁舎更新 2,036 89 1,522 425 0

道路公園課 国府多賀城駅EV EV改修 5 5

介護福祉課 屋内ゲートボール場 本体建物改修 5 5

社会福祉課 太陽の家 本体建物改修 51 38 13

道路公園課 道路舗装補修事業 道路舗装補修 95 52 38 5

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 80 44 32 4

3,278 405 0 2,193 425 255

事業費

平成３４年度分　更新費用及び財源内訳

管理課 対象施設 更新内容
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【平成３５年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３６年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３７年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

【平成３８年度更新費用内訳（単位：百万円）】 

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

教育総務課 山王小学校 1期校舎・2期校舎改修 428 142 214 72

教育総務課 多賀城東小学校 屋内運動場改修 217 72 109 36

教育総務課 多賀城中学校 屋内運動場改修 11 11

生涯学習課 山王地区公民館 本館改修 204 153 51

管財課 庁舎 東庁舎更新 20 15 5 0

介護福祉課 シルバーワークプラザ 本体建物改修 4 4

介護福祉課 屋内ゲートボール場 本体建物改修 102 82 20

道路公園課 橋りょう維持補修事業 橋りょう維持補修 60 33 24 3

1,046 247 0 597 5 197平成３５年度分　更新費用及び財源内訳

管理課 対象施設 事業費更新内容

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

教育総務課 多賀城小学校 屋内運動場改修工事 6 6

教育総務課 山王小学校 プール改修 11 11

教育総務課 多賀城中学校 1期校舎等改修 56 56

教育総務課 多賀城中学校 屋内運動場改修 204 68 102 34

生涯学習課 大代地区公民館 本館改修 11 11

介護福祉課 屋内ゲートボール場 本体建物改修 50 40 10

338 68 0 142 0 128

管理課 対象施設 更新内容 事業費

平成３６年度分　更新費用及び財源内訳

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

教育総務課 多賀城小学校 校舎・EV等改修工事（実施設計） 15 15

教育総務課 多賀城小学校 屋内運動場改修工事 130 26 78 26

教育総務課 多賀城八幡小学校 1期校舎・2期校舎、EV等改修 37 37

教育総務課 多賀城中学校 1期校舎等改修 1,121 374 560 187

生涯学習課 大代地区公民館 本館改修 100 75 25

1,403 400 0 713 0 290

管理課 対象施設 事業費更新内容

平成３７年度分　更新費用及び財源内訳

国支出金 県支出金 起債 その他 一財

商工観光課 末の松山・沖の井駐車場 トイレ更新 1 1

教育総務課 多賀城八幡小学校 1期校舎・2期校舎、EV等改修 858 286 429 143

教育総務課 第二中学校 プール改修 11 11

教育総務課 東豊中学校 校舎・EV等改修 16 16

886 286 0 429 0 171

事業費

平成３８年度分　更新費用及び財源内訳

管理課 対象施設 更新内容
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Ⅷ 今後本計画に反映するべき内容及び見直しの時期 

１ 今後本計画に反映するべき内容 

本計画の対象とした公共施設等は前述したとおりですが、下水道事業の

固定資産整理完了による対象施設の増加のほか、東日本大震災からの復興

に向けた多くの事業が着手されていることから、対象となる公共施設等は

大きく増加することが見込まれています。 

このような中、本市における公共施設等の更新等費用を整理するに当た

っては、その施設の耐用年数を整理した上で検討する必要がありますが、

現在、併せて進めている本市の固定資産の整理が完了していないことから、

施設を構成する主たる部分の耐用年数により整理して本計画を立てており

ます。 

したがって、本計画を見直す際には、公共施設等を構成する建築物や設

備を耐用年数ごとに細分化し、より精度の高い計画内容に見直していく必

要があります。 

また、少子高齢化により、利用者のニーズが大きく変化していく施設や、

存在意義を抜本的に見直す必要のある施設も想定されるため、本市におけ

る公共施設等のあり方を個別に検討していきます。 

２ 今後の本計画見直しの時期 

現在の本市は、東日本大震災からの早期復興を目指し、概ね平成３２年

度までは復興事業を最優先に取り組んでいかなければなりません。 

また、本市の土地利用等にあっても、それにより大きな変化が見込まれ

ることもあり、今後の本計画の見直しにあっては、前述した内容を十分に

踏まえ、遅くても平成３２年度までには、時勢等を踏まえつつ大きな見直

しを行う必要があると考えています。 

なお、本計画に掲げる公共施設等の更新等にあっては、国又は県による

新たな補助事業の創設又は既存の補助事業における対象施設等の拡大、当

該補助事業の追加又は拡大に伴う地方債充当率の拡充、公共施設等の老朽

化が想定よりも早く進んだことなどにより計画が前倒しする場合や、財政

の見通しによる財源の不足により先送りする場合も想定されるため、毎年

度の進捗状況については、各施設が個別に作成する計画に基づく進捗管理

と併せて行っていく必要があります。 
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